
第３号議案

宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正について

宮城県教育委員会行政組織規則（昭和４１年宮城県教育委員会規則第４号）の

一部を別紙のとおり改正する。

平成３１年３月１８日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁

第３号議案
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

二
十
一

遺
児
等
の
奨
学
金
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
の
二
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
三
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

十
三
条
の
四
第
九
号
中
「
美
術
品
取
得
基
金
」
を
「
美
術
品
等
取
得
基
金
」
に
改
め
る
。

「

心
の
サ
ポ

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
が
抱
え
る
特
に
重

第
十
七
条
第
二
項
の
表
中

ー
ト
専
門

義
務
教
育
課

要
な
教
育
上
の
課
題(

心
の
ケ
ア
、
い
じ
め

を

監

、
不
登
校
等)

へ
の
対
策
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
す
る
。

」

「

心
の
サ
ポ

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
が
抱
え
る
特
に
重

ー
ト
専
門

義
務
教
育
課

要
な
教
育
上
の
課
題(
心
の
ケ
ア
、
い
じ
め

監

、
不
登
校
等)

へ
の
対
策
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
す
る
。

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
心

特
別
支
援

上
司
の
命
を
受
け
、
特
別
支
援
教
育
施
策
の

教
育
専
門

特
別
支
援
教
育
課

推
進
及
び
特
別
支
援
学
校
教
員
の
人
材
育
成
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監

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

の
サ
ポ
ー
ト
専
門
監
」
の
下
に
「
、
特
別
支
援
教
育
専
門
監
」
を
加
え
る
。

「

第
二
十
七
条
第
二
項
の
表
中

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

松
陵
校

仙
台
市

を
」

「

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

松
陵
校

仙
台
市

に
改
め
る
。

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

名
取
が
丘
校

名
取
市

」

別
表
第
二
第
二
号
の
表
文
化
財
保
護
審
議
会
の
項
中
「
第
百
九
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
九
十
条
第
三
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

備

考

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で

（
略
）

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で

（
略
）

（
総
務
課
）

（
総
務
課
）

第
八
条

総
務
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条

総
務
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
分
掌
事
務
の
追
加
に
よ
る

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

も
の

二
十
一

遺
児
等
の
奨
学
金
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

（
略
）

二
十
一

（
略
）

二
十
三

（
略
）

二
十
二

（
略
）

（
教
育
企
画
室
）

（
教
育
企
画
室
）

第
八
条
の
二

教
育
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条
の
二

教
育
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
分
掌
事
務
の
追
加
に
よ
る

一

（
略
）

一

（
略
）

も
の

二

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

（
略
）

四

（
略
）

六

（
略
）

五

（
略
）

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で

（
略
）

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
の
二
ま
で

（
略
）

(
)

(
)

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

第
十
三
条
の
三

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
分
掌
事
務
の
廃
止
に
よ
る

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

も
の

五

交
通
遺
児
等
教
育
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

（
略
）

六

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

八

（
略
）
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八

（
略
）

九

（
略
）

九

（
略
）

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
二

（
略
）

(
)

(
)

生
涯
学
習
課

生
涯
学
習
課

第
十
三
条
の
四

生
涯
学
習
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条
の
四

生
涯
学
習
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
基
金
の
名
称
変
更
に
伴
う

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

分
掌
事
務
の
修
正
に
よ
る
も

九

美
術
品
等
取
得
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

九

美
術
品

取
得
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

の

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

第
十
三
条
の
五
か
ら
第
十
六
条
ま
で

（
略
）

第
十
三
条
の
五
か
ら
第
十
六
条
ま
で

（
略
）

（
職
及
び
職
務
）

（
職
及
び
職
務
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ

○
職
の
設
置
に
よ
る
も
の

当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲

当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職

組

織

職

務

職

組

織

職

務

（
略
）

（
略
）

心
の
サ
ポ

義
務
教
育

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
が
抱
え
る
特
に
重

心
の
サ
ポ

義
務
教
育

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
が
抱
え
る
特
に
重

ー
ト
専
門

課

要
な
教
育
上
の
課
題

心
の
ケ
ア
、
い
じ
め
、

ー
ト
専
門

課

要
な
教
育
上
の
課
題

心
の
ケ
ア
、
い
じ
め
、

(
(

監

不
登
校
等

へ
の
対
策
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

監

不
登
校
等

へ
の
対
策
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

)
)

す
る
。

す
る
。

特
別
支
援

特
別
支
援

上
司
の
命
を
受
け
、
特
別
支
援
教
育
施
策
の

教
育
専
門

教
育
課

推
進
及
び
特
別
支
援
学
校
教
員
の
人
材
育
成

監

に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。
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（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

課

室

長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
課

室

長
補
佐
は
事
務
職
員

４

課

室

長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
課

室

長
補
佐
は
事
務
職
員

○
職
の
設
置
に
よ
る
も
の

(
)

(
)

(
)

(
)

、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
技
術
補
佐
は
技
術
職
員
を

、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
技
術
補
佐
は
技
術
職
員
を

、
小
中
学
校
人
事
専
門
監
、
県
立
学
校
人
事
専
門
監
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
専
門
監

、
小
中
学
校
人
事
専
門
監
、
県
立
学
校
人
事
専
門
監
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
専
門
監

、
特
別
支
援
教
育
専
門
監
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
、
社
会
教
育
専
門
監
及
び

、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
、
社
会
教
育
専
門
監
及
び

企
画
員
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

企
画
員
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

（
略
）

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

分
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

分
校
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
県
立
支
援
学
校
の
分
校
設

置
に
よ
る
も
の

名
称

位
置

名
称

位
置

（
略
）

（
略
）

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

松
陵
校

仙
台
市

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

松
陵
校

仙
台
市

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

名
取
が
丘
校

名
取
市

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

白
石
校

白
石
市

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

白
石
校

白
石
市

（
略
）

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で

（
略
）
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別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

条
例
に
よ
る
も
の

二

条
例
に
よ
る
も
の

○
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に

伴
う
項
ず
れ
の
修
正
に
よ
る

名

称

担

任

事

務

主
管
課

名

称

担

任

事

務

主
管
課

も
の

（
略
）

（
略
）

文
化
財
保
護

文
化
財
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

文
化
財

文
化
財
保
護

文
化
財
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

文
化
財

(
(

審
議
会

十
四
号

第
百
九
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

課

審
議
会

十
四
号

第
百
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

課

)
)

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事

項
の
調
査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る

項
の
調
査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る

建
議
に
関
す
る
こ
と
。

建
議
に
関
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

－10－



宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正の概要

１ 改正の内容

（１）本庁関係課室の事務分掌の変更等に伴う改正

本庁関係課室の事務分掌の変更等に伴い，関係規定を改正するもの。

○ 遺児孤児の奨学金に係る事務を一体的に行うため，スポーツ健康課の

分掌事務の一部を廃止し，総務課へ追加するもの。

○ 教育企画室に幼児教育の推進に関する事務を追加するもの。

○ 生涯学習課の分掌事務の一部を改正するもの。

【改正：第８条，第８条の２，第１３条の３，第１３条の４関係】

（２）職の新設に伴う改正

特別支援教育施策の推進及び特別支援学校教員の人材育成に関する事

務を掌理する「特別支援教育専門監」を特別支援教育課に新たに設置す

ることに伴い，関係規定を改正するもの。

【改正：第１７条関係】

（３）県立学校の新設に伴う改正

平成３１年４月１日から名取支援学校の分校として「名取が丘校」を

名取市立不二が丘小学校に設置することに伴い，関係規定を改正するも

の。

【改正：第２７条関係】

（４）法律改正に伴う改正

文化財保護法の一部改正により，項ずれが発生することに伴い，関係

規定を改正するもの。

【改正：別表第２関係】

２ 施行期日

平成３１年４月１日

－11－


